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中堅・中小企業の「稼ぐ力」の強化

中小企業を巡る厳しい経営環境

事業規模・成長ステージに合わせた支援が必要

✓ 2026年１月施行の中小受託取引適正化
法・受託中小企業振興法の周知徹底と厳
正な執行

✓ 下請Ｇメンによる取引実態調査、価格交
渉促進月間フォローアップ調査等による
発注者への指導等の徹底

✓ 国・地方自治体から民間への請負契約等
の単価の見直し

官公需も含めた価格転嫁・
取引適正化の更なる徹底

伴走支援体制の強化・金融支援 等

■プッシュ型による伴走支援の体制強化等
✓ 支援機関（よろず支援拠点、商工会・商工会議所等）の体制強化
✓ 支援機関連携を通じた自治体による伴走支援モデルの創出
✓ 賃上げ特設サイトやチラシ等を活用した気づきの機会提供の強化

事業承継・Ｍ＆Ａによる
事業再編

✓ 設備投資や専門家活用等への支援を通じ
た円滑な事業承継・M&Aの推進

✓ 金融機関等との連携による事業承継・引
継ぎ支援センターの体制強化やM&Aア
ドバイザーに係る資格制度の創設等の施
策を盛りこんだ「中小M&A市場改革プ
ラン」の推進

■飛躍的な成長を目指す事業者
（スケールアップ型）への支援

✓ 100億企業や中堅企業の創出をはじめとした、
地域経済を牽引する成長志向型の企業創出に
向けた財政支援、金融支援等の抜本強化

成長支援・生産性向上

■持続的発展を目指す事業者
（パワーアップ型）への支援

✓ 生産性向上に資する設備投資、新事業進出、
販路開拓の推進

✓ 業種別の「省力化投資促進プラン」を踏まえ
たデジタル化・省力化投資の推進

■金融支援の抜本強化
✓ 信用保証制度におけるメニューの新設、活用促進
✓ 中小企業活性化協議会の体制の強化 等

✓ 日本公庫による資金繰り支援の拡充

■重点支援交付金との連携強化

物価高（仕入れ・原材料コスト増等） 米国関税影響

労働供給制約
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「価格交渉促進月間」における取組

• 原材料費やエネルギー費、労務費等が上昇する中、多くの中小企業が価格交渉・価格転嫁できる環境整備のため、2021年９月より
毎年９月と３月を「価格交渉促進月間」と設定。202５年９月で９回目。

• 成果を確認するため、各「月間」の終了後、価格交渉、価格転嫁の実施状況について、中小企業に対して「①アンケート調査、②下請
Ｇメンによるヒアリング」を実施。必要に応じて大臣名での指導・助言等に繋げていく。

• アンケート調査は、30万社に配布し、2025年9月の回収率は23.3％（前回調査（3月）の回収率は21.9％）

業所管省庁

下請事業者

親事業者

中小企業庁

経営陣

調達部門

②フォローアップ調査
親事業者による対応や回答について
・アンケート調査
・下請Gメンによるヒアリング調査

③企業リストの公表
④指導・助言の実施

⑤改善の指示 ①価格交渉促進月間
の積極周知・広報

（毎年９月、３月）

※回答が親事業者に
知られないよう、
匿名性の確保を徹
底し集計

価格交渉の活発化、
価格転嫁の増加

価格交渉促進月間の実施とフォローアップ調査結果は以下リンクから
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/follow-up/index.html


価格交渉の状況

①
発注企業から、交渉の申し入れがあり、
価格交渉が行われた。

②
受注企業から、発注企業に交渉を申し出、
価格交渉が行われた。

③
コストが上昇し、発注企業から申し入れがあったが、
発注減少や取引停止を恐れ、
発注企業からの申し入れを辞退した。

④
コストが上昇したが、発注企業から申し入れがなく、
発注減少や取引停止を恐れ、
交渉を申し出なかった。

⑤
コストが上昇し、発注企業から申し入れがなく、
受注企業から交渉を申し出たが、
応じてもらえなかった。

• 「発注側企業から申し入れがあり、価格交渉が行われた」割合（①）は、前回から約３ポイント増の34.6％。

• 「価格交渉が行われた」割合（①②）は全体の89.4％。

• 「価格交渉が行われなかった」割合（③④⑤）はほぼ横ばいの状況（前回10.8％→10.6％）。

➢ 発注企業からの申し入れは浸透しつつあるものの、引き続き、受注企業の意に反して交渉が行われなかった者が約１割。協議に

応じない一方的な価格決定の禁止を盛り込んだ「中小受託取引適正化法」の施行・厳正な執行などを通して、価格交渉・転嫁へ

の更なる機運醸成が重要。

※「価格交渉不要」の回答を除いた分布。
※本調査の回答は、下請法の対象外取引も含まれ得ることに留意。以下同じ。
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直近６か月間における価格交渉の状況
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価格転嫁の状況【コスト全般】

• コスト全体の価格転嫁率は53.5％。今年３月時点より約１ポイント増加（前回52.4%→53.5％）。

• 「一部でも転嫁できた」割合（①②③④）は、８割超。

• 「転嫁できなかった」「マイナスとなった」割合（⑤⑥）は横ばいの状況（前回16.9％→16.8％）。

➢ 価格転嫁の状況はほぼ横ばいであり、引き続き、転嫁できない企業と二極分離の状態が継続している。転嫁が困難な企業への更
なる対策が重要。

直近６か月間における価格転嫁の状況

※「価格転嫁不要」の回答を除いた分布
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下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法改正の概要

（資料）公正取引委員会ウェブサイト（https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html）
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パートナーシップ構築宣言

⚫ パートナーシップ構築宣言は、発注者の立場から、代表者の名前で、サプライチェーン全体の付加価値向上や望ましい
取引慣行の遵守等について自主的に宣言・公表することで、取引適正化に関する社内への意識徹底、取引先からの取組
の見える化等を図り、サプライチェーン全体の共存共栄を図る取組。

⚫ 香川県内企業の宣言数は2025年11月末時点で554社。前回協議会の2025年1月末時点の459社から95社増加。共同宣
言（2023年5月末）からは299社増加し約2.2倍。

（資料）「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト（https://www.biz-partnership.jp/index.html）登録企業リストから当局集計



• 「省力化投資促進プラン」の着実な実行に向けて、来年度から、①デジタル支援ツールを活用したプッシュ型支援、②

ツール利用等をサポートする専門家等派遣、③生産性向上支援サポーターの伴走による専門的支援を措置する。

• この際、中小企業庁は業種を問わない一般的な経営支援の枠組みを構築し、業所管省庁は、業種毎の特性を鑑みて当該枠

組みをアレンジ・活用することにより、中小・小規模事業者に向けた全国的なサポート体制を整備する。

生産性向上に向けた全国的なサポート体制

①デジタル支援ツールを活用したプッシュ型支援
・業所管省庁・業界団体・商工会・商工会議所・金融機関等の周知等の取組により、ツール活用を促進
・ツールの開発においては、業所管省庁の知見を反映

②専門家等派遣
・希望する事業者は、商工会・商工会議所に派遣される専門家等と一緒にツールを利用

③生産性向上支援サポーターの伴走による専門的支援
【よろず支援拠点生産性向上支援センター】

・希望する事業者に対して、伴走支援を実施
・業所管省庁において、業種毎のサポーター候補を確保
・中小企業庁において、上記業種以外の業種への対応も見据えた体制整備

等の観点から、一般的な伴走支援が可能なサポーター候補も確保

生産性向上に向けた全国的なサポート体制の整備

7

※業所管省庁による、独自の生産性向上支援に向けた取組（既存・拡充）も別途存在
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生産性向上支援サポーターによる支援対象・内容（イメージ）

• 支援対象は、業務プロセス改善等による効果が大きいことが見込まれる、一定規模以上の中小企業等を念頭に置いている

が、小規模な事業者の活用も可能。

• 支援内容は、生産性向上を目的とした、複数回の現場訪問型支援。例えば、計画策定の支援、業務プロセスや従業員シフ

トの可視化を通じた課題の特定、レイアウトの見直し提案、省力化機器・システムの導入支援などを行う想定。

（出所）福岡中小企業生産性向上支援センターHP「生産性向上支援事例集」を基に中小企業庁作成

金属製品製造業の例

支援対象事業者の状況

• 金属加工により「箱文字看板」
等を生産する看板メーカー

• 製造リードタイムの短縮が課題

支援回数

• 15回（支援期間16ヶ月）

支援内容

• 生産フロー図を作成し、課題を抽出。

• 工場のレイアウトの見直し、自動バ
リ取り装置の導入、ダブり作業を一
箇所に集約すること等をサポート。

小売業の例

支援対象事業者の状況

• レジ対応に時間がかかることと、
複数の連動していないシステム
を利用していることが課題

支援回数

• 18回（支援期間18ヶ月）

支援内容

• 店舗のレイアウト変更による効率的
なレジ列形成、同じデータの複数回
入力を最小限にする予約注文管
理システムの構築等をサポート。
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重点支援地方交付金・推奨事業メニュー
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参考資料



令和７年度補正予算（中小企業・小規模事業者等関連予算）

⚫ 中小企業成長加速化補助金の拡充【3,400億円の内数】

― 売上高100億円を超える中小企業（100億企業）創出に向けて、飛躍的
な成長を志向する企業に対する財政支援を実施

⚫ 大規模成長投資支援【4,121億円（新規2,000億円、既存2,121億円）】

― 中堅・中小企業が、賃上げに向けた省⼒化等による労働⽣産性の抜本
的な向上と事業規模の拡⼤を図るための⼤規模な投資に対する支援を
継続（新規公募分として基金2,000億円を措置し、 100億宣言企業向け
に、うち1,000億円程度を確保）

⚫ 生産性向上の支援（生産性革命推進事業のうち、デジタル化・AI導入補助金、

持続化補助金、事業承継・M&A補助金）【3,400億円の内数】

― ⽣産性向上に向けて、デジタル化や、販路開拓、事業承継・M&Aに係
る設備投資等を後押しするとともに、物価高や米国関税影響を踏まえ
たソフト支援を実施

⚫ 革新的製品等開発や新事業進出支援【既存基金の活用（1,200億円規模）】

― 中小企業等の革新的製品・サービス開発や海外を含む新市場への進出
等に係る設備投資等を支援

⚫ 省⼒化投資支援【既存基金の活用（1,800億円規模）】

― 従業員規模ごとの補助上限額の見直しなど、業種別の「省⼒化投資促
進プラン」を踏まえた省⼒化投資の推進

⚫ プッシュ型による伴走支援の体制強化等【376億円の内数】

― 支援機関（商工会・商工会議所、認定支援機関、よろず支援拠点（⽣
産性向上支援センター含む）、活性協、承継センター等）の体制強化

― 支援機関連携を通じた自治体による伴走支援モデルの創出
― 賃上げ特設サイトやチラシ等を活用した気づきの機会提供の強化

⚫ 信用保証制度におけるメニュー新設等【152億円】

― 経営改善や事業再⽣に取組む中小企業や、民間金融機関やモニタリ
ング能⼒を有する者との連携強化を行う中小企業等の借入に対して
信用保証協会が保証を行い、当該保証に係る保証料の補助を実施

⚫ 日本政策金融公庫等による資金繰り支援事業【40億円】

― 日本政策金融公庫等において、米国関税措置の影響を受けた事業者
等に対して資金繰り支援を実施

⚫ なりわい再建支援事業等による被災地域の復興支援【268億円】

― 令和６年能登半島地震等、令和３年・令和４年福島県沖地震、令和
２年７月豪雨により被害を受けた中小企業等が行う施設・設備の復
旧・復興を支援

⚫  局激指定災害への支援拡充等【53億円の内数】

― 局激指定災害に関する自治体連携補助金の補助上限引上げや災害救
助法適用を受けた災害からの復旧支援

１．成長投資支援

２．生産性向上・省⼒化投資支援

３．伴走支援

５．資金繰り支援

４．取引適正化

６．災害支援

総額8,364億円、既存基金の活用を含め１兆円を上回る規模

⚫ 官公需も含めた価格転嫁・取引適正化の更なる徹底【7.6億円】

― 2026年１月施行の中小受託取引適正化法・受託中小企業振興法の周
知徹底と厳正な執行

― 下請Ｇメンによる取引実態調査、価格交渉促進月間フォローアップ
調査等による発注者への指導等の徹底

― 国・地方自治体において、民間への請負契約等の単価見直しや、単
価・発注における物価上昇を踏まえた予定価格等の予算確保、最低
制限価格制度及び低入札価格調査制度の基準等の見直しを行う

※上記の施策に加え、重点支援地方交付金の活用を推奨 11



省力化投資を促進する支援策（中小企業省力化投資補助事業 3,000億円）

• 人手不足解消に効果のある「省力化投資」を後押しする補助金。

• カタログ形式による簡易で即効性のある支援を行う「カタログ注文型」と、事業者それぞれの業務に応じたオーダーメイドに

よる省力化投資を幅広く支援する「一般型」の２類型を措置。
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・

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

中小企業・小規模事業者は、物価高や米国関税による貿易環境の変化、過去

最高水準の最低賃金引上げ、人手不足等の課題に直面している。それらに対応

するためには、中小企業・小規模事業者の「稼ぐ力」を抜本的に強化し、持続的に

賃上げを実現していく必要がある。そのため、中小企業・小規模事業者の設備投

資等を通じた生産性向上を促進するとともに、生産性が高く一定規模の事業者を

ターゲットとした大胆な設備投資・付加価値創出を促すための切れ目のない支援を

行う。 加えて、事業環境の変化による影響を受ける中小企業・小規模事業者に

対する総合的なソフト支援を実施する。

成果目標

各事業を通じて事業者の成長や生産性向上を促し、事業終了後の生産性、賃金

等の向上を目指す。

事業概要

成長志向の中小企業による飛躍的成長や中小企業・小規模事業者の生産性向

上を実現するため、以下の事業を実施。

（１）中小企業成長加速化支援事業（中小企業成長加速化補助金）

売上高100億円を目指す成長志向型の中小企業の潜在的な投資を最大限引き

出すため、大胆な設備投資を支援。

（２）中小企業デジタル化・AI導入支援事業（デジタル化・AI導入補助金）

中小企業等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やＤＸの推進、サイ

バーセキュリティ対策、インボイス制度への対応等に向けたITツールの導入を支援。 

（３）小規模事業者持続的発展支援事業（小規模事業者持続化補助金）

小規模事業者等が自ら経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援。 

（４）事業承継・Ｍ＆Ａ支援事業（事業承継・Ｍ＆Ａ補助金）

事業承継・Ｍ＆Ａに際し、設備投資やM&A前後（PMIを含む）での専門家活

用費用等を支援。 

（５）総合的なソフト支援パッケージ事業

賃上げや米国関税等の影響を受ける中小企業・小規模事業者に対する重点的

なハンズオン支援をはじめとした総合的なソフト支援を実施。

(独)中小企業
基盤整備機構

民間
団体等

国

交付金

（１）～（４）

中小企業生産性革命推進事業
令和７年度補正予算 3,400億円

（１）中小企業庁 経営支援部 経営支援課

（２）中小企業庁 経営支援部 イノベーションチーム

（３）中小企業庁 経営支援部 小規模企業振興課 （４）中小企業庁 事業環境部 財務課

（５）中小企業庁 経営支援部 経営支援課、海外展開支援室、

事業環境部 財務課、長官官房 総務課

補助

（定額）

補助

（1/2等） 中小
企業等

（５）

(独)中小企業
基盤整備機構国

交付金
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中堅等大規模成長投資補助金（中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金）

令和７年度補正予算 4,121億円

事業目的・概要 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

地域の雇用を支える中堅・中小企業が、足元の人手不足等の

課題に対応し、成長していくことを目指して行う大規模投資を促

進することで、地方の持続的な賃上げを実現する。

成果目標・事業期間

事業概要

中堅・中小・スタートアップ企業の持続的な賃上げや事業成長等
を目的として以下の取り組みを行う。

①中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の
大規模成長投資補助金

人手不足に対応するための省力化等による労働生産性の抜本
的な向上と事業規模の拡大を図るために行う工場等の拠点新
設や大規模な設備投資に対して補助を行う。

新規公募分として基金2,000億円を措置し、100億宣言企業
向けに、うち1,000億円程度を確保。

②地域企業経営人材確保支援事業給付金

着実な事業成長等を実行可能な経営体制を整備するため、転
籍・兼業・副業・出向等により大企業から経営人材を受け入れた
場合に、給付金を支給する。

①大規模成長投資補助金：補助上限額50億円
※新規公募分：投資下限額20億円（100億宣言企業は15億円）

②地域企業経営人材確保支援事業給付金：
※転籍の場合：給付上限額 最大450万円（地域によって変動）
 兼業・副業・出向の場合：給付上限額 200万円

①中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の
大規模成長投資補助金：

大規模投資を通じた労働生産性の抜本的向上と事業規模の
拡大により、対象事業に関わる従業員の1人当たり給与支給総
額の年平均上昇率が一定以上の伸び率を実現する。

②地域企業経営人材確保支援事業給付金：

当該事業により経営人材を確保した中堅・中小企業が、確保
前の想定を上回る企業成長を達成することを目指す。

経済産業政策局 地域経済産業政策課

民間
企業等

国
中堅・中小・
スタート
アップ企業

補助

（定額）

①補助

（1/3以下）

②給付金

民間
団体等

補助

（基金）
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事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

○国と地方公共団体が、中小企業基本法及び小規模企業振
興基本法に則り、適切に役割分担、相互を補完する形で施
策を講じることにより、小規模事業者に対する伴走支援等の
実施体制の強化や発災時における迅速な復旧支援を通じた、
地域経済の発展、各地域の経済発展に伴う日本全体の経
済発展へと寄与することを目的とする。

成果目標

（１）最低賃金引上げ等の事業環境変化への対応

地方公共団体が支援した小規模事業者のうち、伴走支援等に
よって経営課題の改善につながった事業者の割合が事業終了後
80%を超えることを目指す。

（２）災害時支援

長期的には、地方公共団体が支援した小規模事業者等のうち、
年度末で事業再建を果たした者の割合80％以上を目指す。

事業概要

○地方公共団体による、以下の取組を支援。

（１）最低賃金引上げ等の事業環境変化への対応

 最低賃金の引き上げ等の外部環境の変化に伴う小規模事業
者の経営課題に対応するため、①地域の支援機関の連携体
制の構築、②プッシュ型の働きかけ、③課題解決のための一貫
支援を行う伴走支援モデルの創出に向けた取組。

（２）災害時支援

 令和7年8月豪雨や令和7年台風22号など、局激指定、災
害救助法適用を受けた災害からの復旧支援を目的とした施
策（施設・設備の復旧事業）

自治体連携型補助金（局激版）について、被災都道府県
の被害の程度に応じて上限額を引き上げるスキームに改正

（１）最低賃金引上げ等の事業環境変化対応

（２）災害時支援

地方公共団体による小規模事業者支援推進事業
令和７年度補正予算 53億円

中小企業庁 経営支援部 小規模企業振興課

地域の
小規模事業者

（3/4以内）国
（各地の

経済産業局）

地方公共
団体

一定の要件を満たす場

合、上限１.５億円等

補助

（一定の要件を満た
す場合、2/3等）

民間団体等

補助・委託

補助

小規模事業者支援

地域の
小規模事業者等

（3/4以内）国
（各地の

経済産業局）

地方公共
団体１億円上限

（災害救助法適用）

上限5～40億円
（被害の程度に応じて引上げ）

（局激指定）

補助

（2/3等）

民間団体等

補助・委託

補助

小規模事業者等支援
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【参考】

「賃金の全体平均の向上を目指した女性活躍推進」に関する取組

16

①女性起業家支援ネットワーク構築事業

②なでしこ銘柄



女性起業家支援ネットワーク構築事業

• 令和６年度より、「 GIRAFFES JAPAN 」※を事業コンセプトとし女性起業家支援事業を実施。

• 全国8地域（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州）で女性起業家に対して一貫した支援を提供する
ネットワークを構築。

• 事業計画に対する助言や支援者とのマッチングに向けたプログラム等を実施。

●女性起業家支援のネットワーク構築（参画機関の募集、情報共有）

●8地域におけるネットワーキングイベント（起業家、支援機関）

●6地域（北海道、東北、関東、中部、四国、九州）でビジネスプラン発
 表会の実施

●女性起業家へのメンタリング 等

事業イメージ

⚫民間企業、金融
機関、行政機関
など様々なステー
クホルダーを巻き
込み事業を実施

⚫支援機関は女性
起業家と対等な
関係で支援を提
供。

ジラフス ジャパン

※ GIRAFFES JAPAN （ジラフスジャパン）､ GIRAFFES は、Giraffe（キリン）の複数形。
高い視座で未来を見ながら、多くの仲間と助け合い共にビジネスを展開する女性起業家を日本中で応援するという事業コンセプト

HPはこちらから！

● 「GIRAFFES JAPAN」のホーム 
ページを公開中。

●事業の目的や各地方のネット
ワークイベントの情報を掲載。

活動内容

ホームページ

①女性起業家支援ネットワーク構築事業
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https://giraffes.go.jp/


令和7年度事業（四国地域）
①女性起業家支援ネットワーク構築事業

ビジネスプラン発表会
RED SHIKOKU
HPはこちら→

MEET UP！SHIKOKU
HPはこちら→

◼ 四国女性起業家ネットワーキングイベント

「MEET UP! SHIKOKU （ミートアップ シコク）」

◼ ビジネスプラン発表会
「RED SHIKOKU（レッド シコク）」

令和８年２月１７日（火）高松開催

18

https://giraffes.go.jp/red/shikoku/
https://www.shikoku.meti.go.jp/01_releases/2025/07/20250718a/20250718a.html
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「なでしこ銘柄」

• 「なでしこ銘柄」は、平成24年度より、経済産業省と東京証券取引所が共同で実施。

• 「女性活躍推進」に優れた上場企業を、「中長期の企業価値向上」を重視する魅力ある銘柄として選定。

企業の女性活躍への取組に対する投資家の注目を高めることで、各社の取組の加速化を図る。

• 募集開始時点でプライム市場・スタンダード市場・グロース市場に上場している全ての企業が対象であり、14回目の

令和7年度は、222社の応募。（令和８年３月選定公表予定）

「なでしこ銘柄」

①採用から登用までの一貫したキャリア形成支援

②共働き・共育てを可能にする性別を問わない両立支援 に優れた企業

「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」

・共働き・共育てを可能にする性別を問わない両立支援 に優れた企業

②なでしこ銘柄
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【参考】令和６年度選定企業一覧（令和7年3月選定）
業種 「なでしこ銘柄」選定企業

1 食品 味の素株式会社

2 エネルギー資源 出光興産株式会社

3 建設・資材 日本特殊陶業株式会社

4 建設・資材 株式会社LIXIL

5 素材・化学 株式会社 資生堂

6 医薬品 中外製薬株式会社

7 医薬品 エーザイ株式会社

8 自動車・輸送機 株式会社ブリヂストン

9 鉄鋼・非鉄 三井金属鉱業株式会社

10 機械 ダイキン工業株式会社

11 電機・精密 オムロン株式会社

12 電機・精密 株式会社島津製作所

13 情報通信 日本電信電話株式会社

14 情報通信 SCSK株式会社

15 サービスその他 株式会社メンバーズ

16 電気・ガス 東京ガス株式会社

17 運輸・物流 株式会社商船三井

18 商社・卸売 双日株式会社

19 小売 株式会社丸井グループ

20 銀行 株式会社 山陰合同銀行

21 金融（除く銀行） オリックス株式会社

22 金融（除く銀行） 株式会社大和証券グループ本社

23 不動産 三井不動産株式会社

業種 「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」選定企業

1 食品 サッポロホールディングス株式会社

2 建設・資材 日本ガイシ株式会社

3 素材・化学 東レ株式会社

4 医薬品 第一三共株式会社

5 医薬品 あすか製薬ホールディングス株式会社

6 鉄鋼・非鉄 住友電気工業株式会社

7 機械 株式会社クボタ

8 情報通信 TOPPANホールディングス株式会社

9 情報通信 株式会社アイネット

10サービスその他 大日本印刷株式会社

11電気・ガス 大阪ガス株式会社

12商社・卸売 伊藤忠商事株式会社

13商社・卸売 豊田通商株式会社

14小売 株式会社三越伊勢丹ホールディングス

15小売 イオン株式会社

16不動産 大東建託株式会社

HPはこちら

②なでしこ銘柄

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/nadeshiko.html
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